
建築基準法第３条１項３号に基づく条例の制定状況比較表① 
自治体 神戸市 京都市 横浜市 兵庫県 福岡市 川越市 鎌倉市 

条例の名称 神戸市都市景観条例 
京都市歴史的建築物の保存

及び活用に関する条例 

横浜市魅力ある都市景観の

創造に関する条例 
景観の形成等に関する条例 

福岡市歴史的建築物の保存

及び活用に関する条例 

川越市歴史的建築物の保存

及び活用に関する条例 

鎌倉市歴史的建築物の保存

及び活用に関する条例 

制定日 
H22.12.20 

（施行：H23.1.20） 

H24.3.30 

（施行：H24.4.1） 

H25.12 

（施行：H26.7.1） 

H25.3.22 

（施行：H25.10.1） 

H27.3.19 

（施行：H27.4.1） 

H28.3.18 

（施行：H28.10.1） 

H28.10.4可決 

（施行：） 

制定方法 景観条例を改正 新規に制定 景観条例を改正 景観条例を改正 新規に制定 新規に制定 新規に制定 

運用指針等の有無 

なし あり 

・保存建築物の安全性の確

保等に関する指針＜木造

建築物版＞ 

・保存建築物の安全性の確

保等に関する指針＜非木

造建築物版＞ 

なし なし なし あり 

・川越市歴史的建築物保存

活用計画策定指針（木造

建築物） 

あり 

・鎌倉市建築基準法第３条

１項３号の指定に係る審

査基準 

制定の目的 

歴史性及び地域性豊かな伝

統的建造物群その他の建築

物等の保存及び活用その他

の都市景観の形成に関する

必要な事項を定め，神戸ら

しい都市景観をまもり，そ

だて，つくり，市民にとっ

て親しみと愛着と誇りのあ

るものとすること 

歴史的な価値を有する建築

物を保存，及び活用，並びに

その安全性の向上及び維持

を図るための措置に関し必

要な事項を定め，当該建築

物を良好な状態で将来の世

代に継承すること 

地域の個性と市民等の豊か

な発想が調和した，人をひ

きつける質の高い都市の実

現を図ることで，横浜らし

い都市景観が市民の財産と

して将来にわたり共有さ

れ，市民生活の向上に寄与

すること 

優れた景観を創造，又は保

全するとともに，大規模建

築物等その他の建築物等と

地域の景観との調和を図る

ため，景観に影響を及ぼす

行為の届出等に関して必要

な事項を定め，魅力あるま

ちづくりと文化的な県民生

活の確保に寄与すること 

歴史的な建築物について，

現状変更の規制及び保存の

ための措置並びに安全性の

維持及び向上を図るために

必要な事項を定め，当該建

築物の歴史的価値を維持し

つつ，利活用を促進し，良好

な状態で文化的遺産を将来

の世代に継承すること 

歴史的価値を有する建築物

の保存及び活用のための措

置に関し必要な事項を定

め，当該建築物を良好な状

態で将来の世代に継承し，

本市固有の歴史的景観の保

全及び文化の向上に寄与す

ること 

歴史的な価値を有する建築

物を保存・活用し ，安全性

向上・維持を図るために必

要な事項を定め，当該建築

物を地域の資産として 良

好な状態で将来の世代に継

承すること 

条例における 

保存建築物の対象 

 ・景観重要建造物（景観法第

１９条第１項） 

   ・景観重要建造物（景観法第

１９条第１項） 

・景観重要建造物（景観法第

１９条第１項） 

・景観重要建築物等（鎌倉市

都市景観条例 

 ・登録有形文化財（文化財保

護法） 

・京都府文化財保護条例第

５２条第１項の規定によ

り登録された文化財 

・京都市文化財保護条例第

４１条第１項の規定によ

り登録された文化財 

  ・登録された有形文化財（文

化財保護法） 

・福岡市登録有形文化財（福

岡市文化財保護条例(昭

和 48 年福岡市条例第 33

号)第 35条第 1項） 

・登録有形文化財（文化財保

護法） 

 

・登録有形文化財（文化財保

護法） 

・神奈川県指定重要文化財

（神奈川県文化財保護条

例（昭和 30年神奈川県条

例第 13号）第４条第１項） 

・鎌倉市指定有形文化財（鎌

倉市文化財保護条例（平

成 17年３月条例第 13号）

第 11条第１項） 

 ・歴史的風致形成建造物（地

域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法

律第１２条第１項に規定

する） 

   ・歴史的風致形成建造物（地

域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法

律（平成二十年法律第四

十号）第十二条第一項） 

 

 ・京都市市街地景観整備条

例第３８条に規定する歴

史的意匠建造物 

     

     ・伝統的建造物（川越市伝統

的建造物群保存地区保存

条例（平成年条例第十九

号）第三条第二項第二号） 

 

・景観形成重要建築物とし

て市長が指定したもの 

・その他市長が前条の目的

に適合するものとして別

に指定するもの 

・特定景観形成歴史的建造

物として市長が指定した

もの 

・景観形成重要建造物とし

て知事が指定したもの 

・その他市長が前条の目的

に適合するものとして指

定するもの 

・その他市長が前条の目的

に適合するものとして指

定するもの 

・上記に掲げるものに準ず

るものとして市長が認め

るもの 
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建築基準法第３条１項３号に基づく条例の制定状況比較表② 
自治体 神戸市 京都市 横浜市 兵庫県 福岡市 川越市 鎌倉市 

保
存
計
画 

作成主体 

市長 ・所有者 

・景観整備機構 

・歴史的風致維持向上支援法人 

市長 所有者 所有者 所有者 所有者 

作成手続き 

・所有者の申出により市長

が保存活用計画を作成 

・所有者等が保存活用計画

を作成し、市長に提出 

・市長が保存活用計画を作

成 

・所有者等と協議 

・都市美対策審議会に意見

聴取 

・所有者が保存活用計画を

作成し、知事に認定申請 

・知事が認定 

・市町の長に意見聴取 

・景観審議会に意見聴取 

・所有者が保存活用計画を

作成し、市長に提出 

・所有者が保存活用計画を

作成し、市長に提出 

・所有者が保存活用計画を

作成し、市長に提出 

計画内容 

名称及び概要 名称及び概要 名称及び概要 名称及び所在地  名称及び概要  

所有者の氏名及び住所 所有者の氏名及び住所 所有者の氏名及び住所 所有者の氏名及び住所  所有者の氏名及び住所  

目標及び方針  目標及び方針     

 工事の内容  工事の内容 工事の内容 工事の内容 工事の内容 

 安全性  安全性 安全性 安全性 安全性 

 維持管理  維持管理 維持管理 管理 維持管理 

その他必要な事項 市長が必要と認める事項 その他必要な事項 知事が必要と認める事項 市長が必要と認める事項 市長が必要と認める事項 市長が必要と認める事項 

現状変更の規制及び保存の

ための措置に関する事項 

 現状変更の規制及び保存の

ための措置に関する事項 

    

現
状
変
更
規
制 

保
存
建
築
物 

規制 

対象 

・現状の変更 

・保存に影響を及ぼす行為 

・増築、改築、移転、用途変

更、修繕、模様替え 

・保存に影響を及ぼす行為 

・現状の変更 

・保存に影響を及ぼす行為 

・改築，増築，移転，修繕，

模様替え 

・色彩・意匠の変更 

・形状変更 

・保存に影響を及ぼす行為 

・形状変更 

・保存に影響を及ぼす行為 

・形状変更 

・保存に影響を及ぼす行為 

手続き 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・知事の許可 

・必要な条件付加が可能 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長への届出 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長の検査 

・市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長の検査 

条件違反

の対応 

・行為の停止命令 

・許可の取消し 

― ・許可の取消し ・行為の停止命令 

・是正命令 

― ― ― 

保 存

建 築

物 以

外 

規制 

対象 

― ・同一敷地内の保存建築物

以外の増築、改築、移転又

は用途変更 

― ― ・同一敷地内の保存建築物

以外の改築，増築，移転，

修繕，模様替え 

・同一敷地内の保存建築物

以外の改築，増築，移転，

修繕，模様替え 

・同一敷地内の保存建築物

以外の改築，増築，移転，

修繕，模様替え 

手続き 

― ・確認申請前の市長による

計画認定 

・認定後の工事着工 

― ― ・確認申請前の市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長への届出 

・確認申請前の市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長の検査 

・確認申請前の市長の許可 

・必要な条件付加が可能 

・許可後の工事着工 

・工事後の市長の検査 

維

持

管

理

方

法 

管理主体 所有者等 
所有者 

保存管理責任者の選任可能 
所有者等 所有者等 

所有者 

保存管理責任者の選任可能 

所有者 

保存管理責任者の選任可能 

所有者 

保存管理責任者の選任可能 

管理が適当でな

い場合の措置 
― 勧告⇒命令 ― 勧告 助言⇒勧告⇒命令 助言⇒勧告⇒命令 助言⇒勧告⇒命令 

維持管理 

に関する報告等 
― 定期に報告 ― ― 定期に報告 記録の作成・保存 定期に報告 

権利義務の承継 ― あり ― ― あり あり あり 

指定事例 ２件 ７件 ２件 ― ― ― ― 

 


